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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         令和５年７月11日　

　
　令和５年度
　包括的相談支援構築市町会議
　行政説明

市町における包括的支援体制の整備について

静岡県 健康福祉部 福祉長寿政策課



本日の内容

Ⅰ　静岡県における包括的支援体制の整備　　　　　　　　　.

 ○ 静岡県における包括的支援体制の整備状況

 ○ 地域共生のための包括的相談支援体制構築事業（県事業）

 ○ 静岡県における重層的支援体制整備事業、移行準備事業の実施状況

 

Ⅱ　アウトリーチ型支援体制の構築に向けた取組　　　　　　.

 ○ 誰ひとり取り残さない福祉の仕組みづくり事業

 ○ アウトリーチによる把握

 ○ 官民連携による要配慮者支援の充実
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Ⅰ　静岡県における包括的支援体制の整備
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（背景）
○8050問題、ダブルケア、大人の引きこもり、ごみ屋敷といった「複合課題」や「制度の狭間の
　課題」について、高齢、障害、子ども等の分野別の相談支援では対応が困難

○また、こうした課題は、個人への支援だけでは解決しにくく、家族や地域の課題として問題を
　捉えていくことが重要

○市町において、地域の課題を早い段階で相談につなげ、多機関の協働により課題を解決する仕組
　を早期に構築する必要　

　

複合課題等を「丸ごと受け止める」「断らない」相談支援を行うために、

包括的相談支援体制の構築が必要

　

【静岡県】地域共生のための包括的相談支援体制について
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県内市町の包括的相談支援体制の整備状況

○ 県の目標：令和６年度までに県内全市町で体制を構築

 区　分 Ｒ２ Ｒ３（※） Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

包括的な相談体制
の構築市町数

15 1９ 20 27
35

<全市町>

区　分 市町数 課　題 

整備済 19 

・複合的な事例を組織横断的にアセスメントする仕組みの
　構築 
・専門職の育成（多様な相談の受け止め、複合的な事例の
　コーディネート） 

検討中 11 

・体制構築の必要性の認識はあるが、体制整備のノウハウ
　がない 
・相談機関間で連携・調整が可能な体制づくり（調整役の
　配置等） 

予定なし 5 
・体制構築の必要性の認識が不足しているため、意識醸成
　が必要 

○ 整備状況と課題
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※Ｒ３までは実績、Ｒ４以降は計画 



【静岡県】地域共生のための包括的相談支援体制構築事業　

　　【事業内容】
　　

　　　　　

　（１） 市町へのアドバイザー派遣事業による体制構築支援

　　・ 体制構築に係る支援や多機関とのネットワーク化に係るアドバイス

　　・ 体制構築に係る庁内等の勉強会　　　

　

１　市町の体制構築支援事業

　　 （２）包括的相談支援体制構築推進部会の設置

　　　・先進事例等の紹介、課題や進捗状況の共有のための情報交換会（５地区で実施）

２　人材養成事業

多機関連携・協働に必要な連携担当職員の養成研修の実施

３　地域別研究事業

地域別研究会の実施

　・アドバイザー等による市町支援に係る課題整理、支援方針等の検討　
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 重層的支援体制整備事業
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【静岡県】県内重層的支援体制整備事業及び移行準備事業実施状況

市町 Ｒ３（実績） Ｒ４（実績） Ｒ５（予定）

静岡市 　 移行準備 移行準備

浜松市 　 移行準備 移行準備

熱海市 移行準備 移行準備 重層

富士市 　 　 移行準備

焼津市 　 　 移行準備

藤枝市 　 移行準備 移行準備

御殿場市 　 移行準備 移行準備

伊豆市 移行準備 移行準備 移行準備

函南町 移行準備 重層 重層

長泉町 　 　 移行準備

小山町 移行準備 移行準備 移行準備

吉田町 移行準備 移行準備 移行準備

(※)移行準備事業実施市町に
おける任意事業の実施状況

参加支援 １市町
アウトリーチ ２市町

参加支援 ２市町
アウトリーチ ２市町

参加支援 ２市町
アウトリーチ ２市町
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計 移行準備：5市町
移行準備：8市町
重層本事業：1町

移行準備：10市町
重層本事業：2市町

※重層的支援体制整備事業への移行準備事業内容

　＜必須事業＞　・多機関協働の取組　・庁内連携体制の構築等の取組　　　　

　＜任意事業＞　・参加支援の取組　・アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組

　　



Ⅱ　アウトリーチ型支援体制の構築に向けた取組
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項　目 内　容 

  アウトリーチによる把握
　（Ｒ４～）

   要配慮者の実態把握 
・福祉関係者への事業説明 
・報告事案を相談支援機関へ情報提供 

官民連携による要配慮者支援の

充実（Ｒ５～）  

   ＮＰＯ等の多様な連携体制の構築 
・県全域のＮＰＯ等多様な団体のネットワークづくり 
・説明会、シンポジウム、情報交換会 

モデル地域における要配慮者支援 
・地域の現場課題ワークショップ 
・要配慮者の個別支援検討会 

ＮＰＯ等への活動支援 
・要配慮者支援に必要と認められた経費を支援 

   孤独・孤立対策の情報発信 
・好事例の調査、把握 

【静岡県】誰ひとり取り残さない福祉の仕組みづくり事業

【事業概要】  

　○市町における要配慮者への支援体制を強化するため、ＮＰＯ等の多様な連携による
　  支援の充実を図るとともに、アウトリーチ型支援体制の構築を促進する。
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【静岡県】アウトリーチによる把握（Ｒ４～）

＜目的＞

  ○市町における要配慮者へのアウトリーチ型支援体制の構築を促進するため、モデル市町

　　において、福祉関係者の協力を得て 必要な支援に繫がっていない人の実態把握を
　　行うとともに、事業成果を共有し、横展開につなげる。 

＜現状の問題点＞

  ○包括的相談支援体制の整備が進む市町で

　 あっても、総合的に相談を受け止める機能

　はあるが、人材の不足等からアウトリーチ

   機能が不十分 

 ○支援を必要とする人の課題の整理や支援方

　針など解決に向けた継続的な支援が不十分 

＜課題と対応策＞

○市町における体制の検証、不足する機能の

　拡充に向けた支援
　　 
　　 
　　 

＜事業概要＞

対  象
支援が必要な要配慮者のうち、
制度を知らない人、自ら支援を
求めない人

内　容
支援対象の実態把握、福祉関係
者を活用したアウトリーチ型支
援の手法検討

実施箇所
・富士宮市　　　（Ｒ４）

・焼津市、長泉町（Ｒ５）
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【静岡県】アウトリーチによる把握（Ｒ４～）

介護サービス等の
利用者

必要な支援に
繋がっていない者

（ひきこもり、精神疾患 等）

＜福祉関係者＞
介護
職員

ケアマネ
ジャー

相談支援
専門員

①契約に基づく
 サービス提供

①'サービス提供時に発見

＜市町＞

地域包括支援センター
基幹相談支援センター 等

②発見した者の
情報を提供

③必要な支援に
つなげる
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民生
委員

見守り
ネットワーク

＜事業スキーム＞ ＜調査票＞



（参考）令和４年度　事業実績

１　実施主体　：　富士宮市　（富士宮市社会福祉協議会へ委託）

２　実施期間　：　令和４年9月　～　令和５年３月

　
　　

時期 内容

Ｒ４年８～９月 事前調整、説明会準備事前調整（委託契約、説明会準備）

Ｒ４年９月～

説明会の開催（計11回、延べ参加人数408名）
　・富士宮市障害福祉サービス事業者連絡協議会（役員会）
　・富士宮市民生委員児童委員協議会（全体会、各地区）
　・富士宮市介護保険事業者連絡協議会（役員会） 
　・地域ケア会議　　・障害福祉サービス事業者研修会　　
　・富士宮市見守り事業者ネットワーク会議 
※地域包括支援センター、障害相談支援事業所等へは個別に説明を実施 

Ｒ４年９月～１月 アウトリーチ事業の実施（５ヶ月間程度）

Ｒ５年２～３月 結果とりまとめ

３　把握事例　：　計20事例。　うち10事例が公的支援を拒否、17事例が複数課題を抱える。

　　　
　　

ひきこもり 障害（疑） 生活困窮 ケアラー 病気・ケガ 高齢者のみ その他 
５ ５ ２ １ ２ １ ４ 

民生委員 福祉専門職 相談事業所 
10 ８ ２ 

相談支援機関が 
本人へ介入中 

相談支援機関が 
本人へ介入予定 

相談支援機関へ情報を
つなぎ支援方針を検討 

相談支援機関等が 
見守りを継続 

６ ５ ５ ４ 

（１）要配慮者の主な属性　⇒

（２）情報提供者の内訳　　⇒ 

（３）発見後の対応状況　　⇒ 
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【静岡県】官民連携による要配慮者支援の充実（Ｒ５～）

＜目的＞

  ○　要支援者と接する様々なＮＰＯ等に参画いただき、支援を必要とする方を確実に福祉
　　サービスにつなげる具体的な手法を確立 

＜Ｒ４事業で判明した課題＞

 ○事例の多くが複数の問題を抱えており、また半数が公的支援を拒否 

 ＜対応策＞

　○ＮＰＯ等の多様な団体同士の協働を促進するため、相互理解や成功事例の共有などを

　　行い、団体間のネットワークづくりを推進

　○活動分野や地域の枠に捉われない緩やかなつながりを創出し、それぞれの得意分野を

　　活かした多面的な支援につなげる。
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相
談
者

孤
独
・
孤
立
の
人 

（ 

相
談
す
る
人
が
い
な
い 

）

孤独・孤立対策に係る取組の全体像

多機関協働事業

〇 支援の方向性を整理

〇 関係機関の役割分担

包括的相談支援事業

〇 包括的に相談を受け止める

〇 課題を整理する

〇 多機関協働事業につなぐ

高　齢

障　害

こども

生活困窮

支援機関と
連携・調整

相談支援機関

アウトリーチによる把握
（Ｒ４～誰ひとり事業）

〇 訪問等に出向く中で、支援が必要にも
　 かかわらず届いていない人を把握

＜Ｒ４実績＞
〇 １ 市で20事例を把握
　→ うち10事例が、公的支援を拒否
　→ うち17事例が、複数課題を抱える
＜判明した課題＞
○ 多様なニーズに対応できる支援機関の不足
　 ・公的支援を拒否する要配慮者への対応
　 ・個別性の高い要配慮者への対応
　 ・地域に根ざす支援団体が少ないことへの対応
〇 公的支援の支援範囲の限界

　・潜在的な要配慮者への予防的な対応

≪一般的な支援の流れ（行政による包括的支援体制）≫

≪孤独・孤立の支援の流れ≫

NPO法人の孤独・孤立対策に係る調査
（R4）

〇孤独孤立対策を実施するのは160団体

　・うち122団体が、連携が必要と回答

　・「得意分野を生かした多面的な支援が

　　必要」「単独では支援が困難」「NPO

　　同士がつながる場がない」等

参画

〇個別事例に対するNPOの特性を
　生かした具体的支援行政に

つなぐ

参加支援
〇 既存の地域資源へのつなぎ

〇 新たな支援メニューを創出

就労支援

居住支援

居場所

見守り

≪ 機 関 ≫ ≪ 内 容 ≫

フォーマル

インフォーマル

就　労 医　療

居　住 教　育

福　祉 消費者相談

多文化共生

市町

社福法人

NPO
(新規参入)

社協

民間企業
相談支援機関

民生委員

医療機関

＜各地区の個別支援検討会等＞

○各地区の個別事例検討会等へ
　NPOが参画

○公的支援を開始する前からの、
　NPO等による予防的な支援

課
題

解
決
へ

情報
共有

多様な連携体制（Ｒ５新規）

〇 多様な団体同士の協働促進のため、相互理解や成功

　事例の共有等を行う。活動分野や地域の枠に捉われ

　ない緩やかなつながりを創出

ＮＰＯ
（見守り）

ＮＰＯ
（生活支援）

社会福祉
協議会

ＮＰＯ
（居場所）

社会福祉法人

市町

（ネットワークのイメージ）
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孤独・孤立対策に係る官民連携ネットワーク（仮）
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イメージ

設立趣旨

・活動分野や地域の枠にとらわれないゆるやかなつながりを

　目的とし、市町、ＮＰＯ法人、民間団体等が連携して、

　孤独・孤立を予防する地域づくりを目指す。

想定する

参加団体

・各市町、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、社会福祉法人　等

・県（事務局）

想定する

今年度の取組

・シンポジウム、顔合わせ会

・地域ごとのワークショップ、参加者間の情報共有

・成功事例の収集と広報　　　等



出典：内閣府 17


